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証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
報
告
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府

令
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
三

十
四
条
第
一
項
第
八
号
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
」
と
あ
る

の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二 

」
と
、
同
号
ロ
中
「
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及

び
第
八
号
」
と
、「
令
第
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
一
条
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
法

第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三

号
」
と
、「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
と
あ
る
の
は
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
証
券
取
引
法
第
二

条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
法
第
二
条
第
三
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
法
第
八
十
二

条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、「
法
第
百
七
条
の

二
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
百
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九

条
の
二
第
一
項
第
一
号
ニ
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る

内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
四
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項 

」
と
、「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
証
券

会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
十
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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「
証
券
取
引
法
第
二
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第
三
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第
一
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と
、
同
条
第
三
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中
「
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
第
一
号
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証
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会
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内
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令
第
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、
同
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第
四
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中
「
前
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各
号
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の
は
「
証
券
会
社
に
関
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る
内
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令
第
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九
条
の
四
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
」
と
、「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
証

券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二

十
九
条
の
二
第
二
項
」
と
、「
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
十
条
第
三

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 


